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７．品質管理 

 

 本事業で対象とした 4 管種について、その性能を確保するための品質管理について下記に示す。 

 

7-1 硬質ポリ塩化ビニル管（PVC 管） 

 現在の JIS K6741 または日本水道協会規格 JWWA K133 などの物性確認を行うことにより、

性能を満足することを確認する。 

 

表 7.1 PVC 管の性能（JIS K 6741-2016） 

 

（注記） 

 塩化ビニル管・継手協会「硬質塩化ビニル管の長期寿命の評価について 平成 21 年 3 月」p.20

によると、平成 5 年に ISO/DP 9080.2 に準拠し水道用硬質塩化ビニル管の設計応力を明確にする

ために VP200 を用いて内圧クリープ試験を行い、そのデータから 50 年後の破壊応力（長期水圧

強度）を求め、更に 97.5％信頼下限値を算出し、使用条件に応じた安全率 2.3 の設計応力を

10.8MPa と設定した。 

50 年後の設計応力(長期水圧強度) 回帰式から σ＝25.94MPa 

97.5％信頼下限値   回帰式から σ＝25.00MPa   
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7-2 強化プラスチック複合管（FRPM 管） 

ＦＲＰＭ管において、製造業者が製造工程内で行う品質検査は、JIS A 5350 第 9 項に基づき実

施するものとする。検査項目は、「外観、形状及び寸法」、「内圧強さ」及び「外圧強さ」とする。

また、受渡検査は、受渡当事者間の協議によって定めても良いものとする。 

更に、長期強度の品質を担保するために、型式検査を実施するものとする。型式検査とは、代

表的な供試管を用いて、ISO 10468、ISO 10471 及び ISO 7509（表 7.3 参照）に基づき試験を

行い ISO 10928 で外挿した 50 年後の長期性能を確認するものとする。型式検査は、構成する「材

料」を所定の手続きにより一つの型式とみなした一群の製品から、一種類の口径・管種の管を代

表として実施する検査である。 

巻末に（参考）として、型式検査の一例を添付する。 

 

  表 7.3 長期性能を担保する品質管理 

ISO 名称 

ISO 10468 

 

ガラス強化熱硬化性プラスチック(GRP)管－湿潤及び乾燥条件下におけ

るリングクリープ特性の測定 Glass-reinforced thermosetting plastics 

(GRP) pipes -- Determination of the ring creep properties under wet 

or dry conditions) 

ISO 10471 

 

ガラス強化熱硬化性プラスチック(GRP)管－湿潤条件下における長期究

極曲げひずみ及び長期究極相対リングたわみの測定  

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination 

of the long-term ultimate bending strain and the long-term ultimate 

relative ring deflection under wet conditions 

ISO 7509 

 

プラスチック配管システム－ガラス補強熱硬化プラスチック(GRP)管－

持続的内圧状態での故障寿命の求め方  

Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics 

(GRP) pipes -- Determination of time to failure under sustained 

internal pressure 

ISO 10928 

 

プラスチック配管システムーガラス繊維強化熱硬化プラスチック(GRP)

管及び菅継手－回帰分析法及びその利用  

Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics 

(GRP) pipes and fittings -- Methods for regression analysis and their 

use 
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7-3 一般用ポリエチレン管（PE 管） 

 管の材料はエチレン重合体とし、ISO 9080 に従い、20℃で 50 年外挿下方限界（LCL）を求め

たときの最小必要強度（MRS）が 10MPa(PE100)または 8MPa（PE80）の樹脂を使用する。内

圧クリープ試験の結果を図 7.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、表 7.4に示す性能規格を確認することで、長期性能を満足できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 内圧クリープ試験結果（ISO 9080） 

表 7.4 農業用ポリエチレン管の性能規格 
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7-4 ガラス繊維強化ポリエチレン管（PE-GF 管） 

 

7.4.1 検査 

7.4.1a) 形式検査 

（管材料） 

コンパウンドは，JIS K 6761 に規定している PE100 に適合しなければならない。 

形式検査は，表 7.5 に規定した検査項目において，試験を行ったとき，表 7.6 に適合しなければなら

ない。この検査は原料樹脂又はコンパウンド製造業者が実施する。 

なお，この検査は，材料の変更又は材料製造設備の変更があった場合に実施する。ただし，材料の

製造設備については，日常生産の範囲内での軽微な変更の場合は，実施しなくてもよい。 

（管） 

形式検査は，表 7.5 に規定した検査項目において，試験を行ったとき，表 7.6 に適合しなければなら

ない。この検査は管製造業者が実施する。 

なお，この検査は，コンパウンドの変更又は管の製造設備の変更があった場合に実施する。ただし，

管の製造設備については，日常生産の範囲内での軽微な変更の場合は，実施しなくてよい。 

 

7.4.1b) 受渡検査 

（管材料、管） 

形式検査に適合していることが確認された材料の受渡検査は，表 7.5 に規定した検査項目において，

試験を行ったとき，表 7.6 に適合しなければならない。 

 

7.4.2 検査項目 

PE-GF 管材料の検査項目を，表 7.5 に示す。 

 

表 7.5 PE-GF 管材料の検査項目（JIS K 6799-1）

検査対象 検査項目 形式検査 受渡検査 

コンパウンド 

密度 ○ ○ 

メルトマスフローレイト 

（MFR） 
○ ○ 

カーボン分散 ○  

カーボン濃度 ○  

熱安定性 ○  

ガラス繊維 

直径 ○  

長さ ○  

強熱減量 ○  

水分率 ○  

カップリング材 

メルトマスフローレイト 

（MFR） 
○  

密度 ○  

水分率 ○  
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7.4.3 要求性能 

PE-GF 管材料の要求性能を，表 7.6 に示す。 

 

表 7.6 PE-GF 管材料の性能（JIS K 6799-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE-GF 管は、JIS K 6799-2 箇条 8.2 の項目（表 7.7）を満たすことを品質管理基準とする。 

 

表 7.7 PE-GF 管の要求性能（JIS K 6799-2） 

項目 要求性能 

密度 1 020 kg/m3～1 120 kg/m3 

ガラス繊維添加量 19.0 %～21.0 % 

熱安定性 20 min 以上 

引張降伏強さ 管周方向 40 MPa 以上 

管軸方向 24 MPa 以上 

引張弾性率 管周方向 2 500 MPa 以上 

管軸方向 1 300 MPa 以上 

曲げ弾性率 管周方向 2 500 MPa 以上 

管軸方向 1 300 MPa 以上 

圧縮弾性率 管周方向 2 500 MPa 以上 

管軸方向 1 300 MPa 以上 

加熱伸縮性 長さ変化率±3 % 

最小要求強度 20 MPa 以上 

内圧クリープ 漏れ，破損がない 

耐水圧性 3.8 MPa で漏れ，破損がない 

ピーリング 残存する融着部が電熱体部長さ（lsof）以上 

低速亀裂進展性 漏れ，破損がない 

たわみ荷重 表 C.3 の基準たわみ荷重以上 

 

 

検査対象 検査項目 要求性能 

コンパウンド 

密度 940 kg/m3以上 

メルトマスフローレイト 

（MFR） 

0.2 g/10 min～1.4 g/10 min 

カーボン分散 グレード 3 以下 

カーボン濃度 2.0 %～2.5 % 

熱安定性 20 min 以上 

ガラス繊維 

直径 10 μm～15 μm 

長さ 2 mm～5 mm 

強熱減量 0.4 %～1.0 % 

水分率 0.10 % 以下 

カップリング材 

メルトマスフローレイト 

（MFR） 
10 g/10 min ～14 g/10 min 

密度 940 kg/m3以上 

水分率 0.03 %以下 
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表 C.3－管の基準たわみ荷重 

公称内径 

mm 

基準たわみ量 Δy 

mm 

基準たわみ荷重 FS 

kN/m 

1 種管 2 種管 3 種管 

300 15 19.0 7.8 4.4 

350 18 19.8 9.2 5.7 

400 20 21.8 11.1 5.8 

450 23 26.0 12.4 7.1 

500 25 26.9 13.8 7.0 

600 30 33.2 15.0 8.4 

700 35 36.0 18.2 9.8 

800 40 42.2 21.4 11.2 

900 45 45.2 22.6 12.6 

1 000 50 50.5 25.4 13.8 

1 100 55 56.6 28.6 15.2 

1 200 60 59.7 29.8 16.7 

1 350 68 67.0 34.4 18.0 

1 500 75 74.0 36.9 20.7 

1 650 83 81.0 41.4 22.0 

1 800 90 91.4 44.1 24.7 

2 000 100 100.4 48.4 26.1 
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（参考）型式検査 

 樹脂系パイプにおいて使用材料などを変更する場合、規格で定められた管の性能（長期特性）

を満足する仕様であることを確認するため、型式検査の実施を規定している製品規格がある。 

 ここでは長期性能を維持するための品質管理の参考として、下水道用強化プラスチック複合管 

JSWAS K-2-2013 の耐酸性型式検査規定を引用する。 
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（参考） 
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（参考） 

 

  

中略 
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（参考） 
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